
【輸送の安全運動（事故防⽌⽬標）】
(1)交通事故・製品事故の⽬標と結果

⽬標 実績 ⽬標 実績
➀製品事故 0件 - 0件 1件
➁輸送トラブル 0件 - 0件 2件
➂労災事故 0件 - 0件 0件
➃交通違反 0件 - 0件 0件
➄⾃動⾞事故報告規則第2条に規定する事故 0件 - 0件 0件
(2)輸送の安全に関する組織体制および指揮命令系統の徹底
(3)エコドライブの実施

【⽬標達成のための計画】
➀年間教育計画を作成の上、教育システムを使⽤して運転者教育の実施と理解度チェック
➁出社時の検知器によるアルコールチェック及び各⾃に配布したハンディタイプの検知器に
 よるアルコールチェックを徹底
➂事故、災害等に関する報告連絡体制の確⽴
➃⾞両は計画的に最新の安全性能型式へ代替
➄デジタコグラフ、ドライブレコーダー及びバックアイカメラを搭載してきた実績を例として
 輸送の安全性能向上に寄与する設備投資
⑥3か⽉法定点検の完全実施

【安全に関するチェック・業務の改善】
(1)安全統括管理者は、⾃ら⼜は安全統括管理者が指名するものを実施責任者として、
  安全マネジメントの実施状況等を点検する為、輸送の安全安全に関する内部監査を実施。
  ⼜重⼤な事故、災害が発⽣した場合⼜は同種の事故、災害等が繰り返し発⽣した場合、
  その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に 関する内部監査を実施。
(2)安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した結果、改善すべき事項が認められた場合は
  その内容を、速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全確保の為に必要な⽅策
  を検討し、必要に応じて是正措置⼜は予防措置を講じる。

【情報の公開】
(1)毎年7⽉末決算後100⽇以内に外部に対して次の事項を公表する。公表⽅法は、社内掲⽰板
  に書⾯を掲⽰して⾏う。
➀輸送の安全に関する基本的な⽅針
➁輸送の安全に関する⽬標及び当該⽬標の達成状況
➂⾃動⾞事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
(2)輸送の安全に係る以下の処分を受けた場合は、その内容並びに当該処分に基づき講じた
  措置及び講じようとする措置の内容を遅延なく公表。
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令和7年度運輸安全マネジメントの取組み(令和7年8⽉1⽇〜8年7⽉31⽇)

令和7年度 令和6年度

＜安全⽅針：輸送の安全確保は我が社の根幹＞


